
大
山
の
商
店
街
を
斜
め
に
突
っ
切

る
道
路
計
画
、
商
店
街
が
こ
わ
さ
れ
、

住
民
の
生
活
が
破
壊
さ
れ
る
と
裁
判

に
。７

月
３
日
の
提
訴
か
ら
第
７
回
目

の
裁
判
で
は
、
都
市
計
画
法
の
第
１

条
「
公
共
の
福
祉
の
増
進
」
第
２
条

「
土
地
の
合
理
的
利
用
」
に
違
反
し

て
い
る
こ
と
、
交
通
の
円
滑
化
を
実

現
で
き
な
い
こ
と
、
健
康
被
害
や
環

境
破
壊
な
ど
の
事
業
損
失
が
巨
大
で

あ
り
、
事
業
損
失
の
防
止
対
策
が
な

く
、
延
焼
遮
断
帯
構
想
に
問
題
が
あ

る
こ
と
を
主
張
。

ま
た
、
第
13
条
の
「
環
境
配
慮
義

務
」
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
も
。

第
61
条
で
、
対
象
の
「
事
業
が
都

市
計
画
に
適
合
」
す
る
こ
と
を
求
め
、

そ
の
た
め
、
第
６
条
で
都
市
計
画
が

５
年
ご
と
に
調
査
さ
れ
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
の
に
、
旧
都
市
計
画
法

で
決
定
し
た
こ
と
を
理
由
に
何
十
年

も
調
査
し
な
い
こ
と
は
不
合
理
と
主

張
。今

回
は
法
の
理
念
に
つ
い
て
主
張
。

弁
護
団
か
ら
次
回
は
、
具
体
的
な
生

の
声
で
違
法
性
を
主
張
す
る
の
で
、

た
く
さ
ん
の
方
の
傍
聴
を
と
、
呼
び

か
け
が
あ
り
ま
し
た
。
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都
議
会
議
員
選
挙
の
立
候
補
者

へ
の
公
開
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
ま

し
た
。

当
選
し
た
辻
野
栄
作
さ
ん
の
回

答
を
再
録
し
ま
す
。
（
全
員
の
回

答
は
「
会
報
」
15
号
に
掲
載
）

★
質
問
１

都
市
計
画
道
路
「
小

金
井
３
・
４
・
１
号
線
」
と
「
小

金
井
３
・
４
・
１
１
号
線
外
」
の

事
業
化
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で

す
か

（

）
賛
成

（

）
反
対

（

）
そ
の
他

い
づ
れ
で
し
ょ
う
か
、
上
記
に

〇
印
を
付
記
し
、
そ
の
理
由
を
お

書
き
く
だ
さ
い

★
回
答

賛
成
・
反
対
へ
の
回
答

な
し理

由
：
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
を

傾
聴
し
都
市
計
画
道
路
の
あ
り
方

を
熟
慮
し
ま
す
。
そ
の
中
で
小
金

井
市
の
自
然
や
歴
史
な
ど
に
は
配

慮
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

★
質
問
２

東
京
全
体
で
、
東
京

都
が
進
め
て
い
る
都
市
計
画
道
路

に
つ
い
て
の
お
考
え
と
、
今
後
の

東
京
都
の
道
路
行
政
の
あ
る
べ
き

姿
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

★
回
答

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会

と
し
て
は
東
京
都
の
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と

を
公
約
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
が
、

個
々
の
地
域
の
状
況
も
勘
案
し
、

多
く
の
方
々
の
ご
意
見
を
お
伺
い

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

昨
年
６
月
か
ら
始
め
た
東
京
都

知
事
に
見
直
し
を
求
め
る
要
請
署

名
が
一
万
筆
を
超
え
ま
し
た
。
昨

年
12
月
に
８
４
０
０
筆
の
署
名
提

出
後
、
２
０
０
０
筆
を
超
え
る
署

名
が
新
た
に
集
ま
っ
た
も
の
で
す
。

今
後
、
東
京
都
へ
の
質
問
状
と

合
わ
せ
て
提
出
し
ま
す
。
日
程
が

決
ま
り
ま
し
た
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
で
、
ご
連
絡
し
ま
す
。

都
知
事
へ
の
要
請
署
名
一
万
筆
を
超
え
る

都
議
選
ア
ン
ケ
ー
ト

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
・
辻
野
栄
作
さ
ん
の
回
答

こ
れ
ま
で
の
裁
判
で
、
原
告
は
住

民
の
生
活
を
破
壊
し
、
環
境
を
悪
化

さ
せ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
昭
和
43
年

に
北
清
掃
工
場
建
設
時
に
「
公
害
防

止
協
定
」
を
住
民
と
東
京
都
が
締
結

し
、
都
は
環
境
を
悪
化
さ
せ
な
い
義

務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
と
、
86
号
線

の
都
市
計
画
決
定
が
、
旧
都
市
計
画

法
で
定
め
る
大
臣
の
決
定
も
内
閣
の

認
可
も
得
て
い
な
い
違
法
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。

６

月
28
日
の
裁
判
で
は
、
国
と
都
は
、

「
決
定
」
の
根
拠
を
示
す
書
類
を
提

示
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
主
張
は
破

綻
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
今
後
は
、

公
害
防
止
協
定
を
基
本
に
、
裁
判
所

の
指
導
で
和
解
を
勧
め
る
こ
と
を
要

請
し
た
。

裁
判
官
は
、
弁
護
団
の
要
請
を
事

実
上
認
め
た
の
で
、
和
解
協
議
に
入
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す

都
も
国
も
、
「
決
定
」
文
書
を
持
っ

て
い
な
い
か
ら
提
出
で
き
な
い
。
決

定
文
書
な
い
の
に
「
決
定
し
て
い
る
」

と
い
う
。
こ
れ
で
は
、
裁
判
官
も
国

と
都
を
勝
た
せ
る
こ
と
は
困
難
。

各
地
の
住
民
運
動
の
裁
判

補
助
26
号
線
（
板
橋
区
大
山
）

補
助
86
号
線
（
北
区
志
茂
）



特
定
整
備
路
線
補

助
29
号
線
（
品
川
）

の
事
業
認
可
取
り
消

し
を
求
め
て
、
６
月

29
日
、
東
京
地
裁
に
62
人
の
住
民
が
原
告
と
な
っ
て

提
訴
し
ま
し
た
。

道
路
は
、
第
２
京
浜
と
東
海
道
線
の
間
を
ほ
ぼ
平

行
に
、
住
宅
地
を
通
る
。
立
ち
退
き
を
迫
ら
れ
る
住

民
は
５
９
０
棟
、
１
０
０
０
人
以
上
に
及
ぶ
。

品
川
区
議
会
で
は
、
道
路
計
画
の
廃
止
を
求
め
る

請
願
を
３
回
採
択
、
２
０
０
２
年
に
は
区
議
会
全
会

一
致
で
29
号
線
の
廃
止
を
求
め
る
意
見
書
を
東
京
都

に
提
出
。

と
こ
ろ
が
２
０
１
２
年
に
品
川
区
長
が
「
特
定
整

備
路
線
」
候
補
に
推
薦
、
２
０
１
４
年
に
国
交
省
が

事
業
認
可
し
ま
し
た
。

弁
護
団
が
あ
げ
た
争
点
は
６
点
で
す
。

①

昭
和
21
年
の
決
定
は
、
都
市
計
画
法
で
定
め
る

手
続
き
に
従
っ
て
い
な
い
。
主
務
大
臣
の
決
裁
も
内

閣
の
認
可
も
得
て
い
な
い
違
法
な
も
の
で
、
し
た
が
っ

て
事
業
認
可
も
違
法
。

②

「
交
通
の
円
滑
化
」
と
い
う
の
は
欺
瞞
。
平
行

に
走
る
第
２
京
浜
は
交
通
減
少
傾
向
に
あ
り
、
将
来

の
交
通
予
測
も
欺
瞞
的
。

③

「
防
災
効
果
」
乏
し
い
。
木
造
地
域
の
火
災
・

延
焼
防
止
の
た
め
の
有
効
な
措
置
は
、
耐
震
化
・
不

燃
化
、
初
期
消
火
、
消
防
力
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
延
焼
遮
断
を
ど
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で
検
証
し
た

か
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
緊
急
車
両
通
行
に

は
大
規
模
再
画
時
に
は
役
立
た
な
い
こ
と
は
東
日
本

大
震
災
か
ら
経
験
済
み
。
初
期
消
火
に
有
効
な
手
段
、

狭
い
道
路
に
対
応
で
き
る
消
防
ポ
ン
プ
な
ど
検
討
す

べ
き
。

④

建
設
省
は
、
「
都
市
計
画
は
必
要
に
応
じ
て
見

直
す
」
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
が
、
70
年
前
に
策
定

さ
れ
、
50
年
前
に
変
更
さ
れ
た
計
画
は
地
域
の
変
動

に
合
わ
せ
て
見
直
す
べ
き
な
の
に
、
全
く
見
直
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
「
都
市
再
開
発
」
と
い
っ
た

ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
創
出
と
い
う
隠
さ
れ
た
目
的

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ゼ
ネ
コ
ン
な
ど
の
た

め
に
住
民
立
ち
退
き
、
営
業
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。

⑤

環
境
ア
セ
ス
も
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
住
民
の

安
全
が
確
保
さ
れ
な
い
。

⑥

２
０
２
０
年
３
月
ま
で
の
事
業
期

間
は
、
用
地
取
得
か
ら
道
路
建
設
ま
で

６
年
と
い
う
建
設
す
る
期
間
と
し
て
不

可
能
な
期
間
。
こ
ん
な
短
期
間
で
の
計

画
を
承
認
し
た
の
は
国
の
裁
量
権
の
逸

脱
。

「市民の会」のホームページ ⇒ 都市計画道路を考える小金井市民の会

補
助
29
号
線
（
品
川
）

原
告
６
２
名
が
東
京
地
裁
へ
事
業
中
止
求
め
て
提
訴

第16回世話人会（6/8）以降の

経過報告

6月8日 第16回世話人会

6月13日 武蔵小金井駅署名行動

同 都議会議員選挙立候補予定者

（3人）へのアンケート送付

6月14日 東小金井署名行動（雨で中止）

6月18日 都議会議員選挙立候補予定者

（1人）へのアンケート追加送付

6月21日 都議会議員選挙立候補予定者

（1人）へのアンケート追加送付

6月22日 「会報」臨時号（15号）

（都議会議員選挙アンケート回答特集）

6月23日 都議会議員選挙告示

6月28日 北区志茂東京地裁公判

6月29日 品川補助29号線、東京地裁に提

訴・報告集会

7月2日 都議会議員選挙投票日

7月3日 板橋区大山補助26号線ハッピー

ロード商店街 公判

7月5日 世田谷補助52号線対都交渉

7月6日 第17回世話人会

＜今後の予定＞

7月9日 武蔵野公園トイレ説明会

18：30南小体育館

7月12日 多摩地区道路住民団体連絡会

7月13日 3･4･11関係住民の会世話人会

7月27日 世田谷放射23号線公判

（東京地裁419号法廷）14時

7月30日 世田谷補助52号線交流集会

9時30分

8月3日 第18回世話人会（予定）

東京地裁への提訴後の報告集会（６月２９日）


